
第１回川口市指定管理者候補者選定及び評価会議次第 

  

日 時 令和５年９月２６日（火）  

午後１時３０分から  

場 所：川口市役所第一本庁舎６階  

   ６０１大会議室  

１ 開  会  

  

２ 会長挨拶  

  

３ 議  事   

（１）教育総務部スポーツ課所管施設の指定管理者候補者の選定について  

  （青木町公園総合運動場、体育武道センター）  

  

（２）建設部公園課所管施設の指定管理者候補者の選定について  

  （戸塚南公園 他１６公園）  

  

（３）建設部公園課所管施設の指定管理者候補者の選定について  

  （赤山歴史自然公園）  

  

（４）建設部公園課所管施設の指定管理者の評価について  

  （青木町公園 他１７公園）  

  

（５）教育総務部中央図書館所管施設の指定管理者候補者の選定について  

  （映像・情報メディアセンター）  

   

４ 閉  会 





 

川口市指定管理者候補者選定及び評価会議設置要綱 

（平成２０年６月２日 市長決裁） 

 

 （設置） 

第１条 本市の公の施設の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるに当

たり、指定管理者候補者（以下「候補者」という。）の選定について公正かつ適正

な執行を確保するとともに当該指定管理者が行った施設の管理運営等が、適正かつ

確実に執行されているかを測定・評価・検証し、今後の当該施設の安定的な運営に

活かすため､川口市指定管理者候補者選定及び評価会議（以下「選定及び評価会議

」という。）を設置する。 

 （選定及び評価会議） 

第２条 委員は、選定及び評価会議において、候補者の選定及び指定管理者の評価等

に関し、必要と認められる事項について意見を述べ、又は提言を行う。 

（組織） 

第３条 選定及び評価会議は、委員若干名をもって組織する。 

２ 委員は、法律及び財務会計等について専門的な知識を有する者のほか、必要と認

める者のうちから、市長が選任する。 

３ 選定及び評価会議に会長を置き、企画財政部を担当する副市長をもって充てる。 

４ 選定及び評価会議に副会長を置き、会長が委員のうちから指名する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会議等） 

第４条 会長は、会議の議長となる。 

２ 会長及び委員は、指定管理者候補者及び指定管理者の役員を務める団体に関する

議事に加わることはできない。 

３ 会長が前項の規定により除斥されるとき、又は会長に事故があるときは、副会長

がその職務を代理する。 

４ 選定及び評価会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできな



 

い。 

５ 選定及び評価会議は必要に応じ、関係者を出席させ、説明を聴くことができる。 

 （専門委員会）  

第５条 第２条に掲げる事項について専門的に調査、研究、協議、測定、評価又は検

証（次項において「調査等」という。）を行うため、指定管理者制度の導入に関わ

る各部に必要な専門委員会を置く。 

２ 専門委員会は、調査等を行ったときは、選定及び評価会議に報告する。 

３ 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 （委員の守秘義務） 

第６条 委員は、選定及び評価会議において知り得た秘密を他人に漏らしてはならな

い。その職務を退いた後も同様とする。 

（報償） 

第７条 委員が第４条の会議に出席した場合は報償費を支給する。ただし、特別な理

由がある場合には、この限りではない。 

２ 前項の報償費の額は、委員１人につき、会議１回当たり７，２００円とする。 

 （庶務） 

第８条 選定及び評価会議の庶務は、企画財政部企画経営課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成２０年６月２日から実施する。 

 （川口市指定管理者候補者選定会議設置要綱及び川口市指定管理者評価会議設置要

綱の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

（１）川口市指定管理者候補者選定会議設置要綱（平成１７年６月２４日決裁） 

（２）川口市指定管理者評価会議設置要綱（平成１８年９月１４日決裁） 

附 則 

  この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 



 

附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和５年１月１日から施行する。 

 


